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1．はじめに
国土交通省住宅局課長補佐の平山と申します。本日は
どうぞよろしくお願いいたします。
本日は「脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物分野
の政策動向について」と題してお話をさせて頂きます。
私は、建物の脱炭素化関係の施策を担当しております。
本日の前半では省エネ関係の話題をご紹介し、後半では
建物のライフサイクルカーボンの削減についても現状を
簡単にご説明したいと思っております。
省エネに関しては2～3年ぐらい前から建物分野でか

なり注目されてきていますが、特に今年は省エネに加え
て「ライフサイクルカーボン」も政府として力を入れて
取り組んでおります。そうした最新状況を共有させてい
ただければと思っております。

2．省エネ対策
我が国は元々、2030年に日本全体でCO2の排出量を

2013年度比で46％下げることを目標にしていました
が、2025年2月に改定された地球温暖化対策計画やエ
ネルギー基本計画の中で、2035年に60％減、2040年
に73％減といった新たな目標が出され、2040年までの
道筋が国全体で示されている状況になっております（図
-1）。
従って、この新しい目標に応じて、建物を使っている
段階でのエネルギーやCO2排出量についても、2035年
や2040年に向けて、削減していかなければならない状
況になってきております。

2020年に日本政府はカーボンニュートラル宣言を表

注：本稿は、2025年 8月 22日にマイドーム大阪（大阪市）
で開催された「GBRC EXPO 2025」（主催：（一財）日本
建築総合試験所）での特別講演の内容を、抄録として後日
原稿化したものです。（図表は当日スライドの抜粋です）

明しましたが、建物分野での取り組みが全然進んでいな
いことがかなり注目を浴びたことがありました（図-2）。

ようやく本年4月から、改正された建築物省エネ法が
施行され、一気に全ての建物について省エネ基準が義務
化される状況になりました。今のところ全国的な混乱は
生じておりませんが、引き続きこの1年ぐらいは改正法
の施行状況を注視していきたいと思っております。
ただし、4月の省エネの義務化はあくまでファースト

出典：「地球温暖化対策計画の概要」（令和７年２月 内閣官房・環境省・経済産業省）

図-1　次期削減目標（NDC）

・ ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約３割を占める住宅・建築物
分野の取組が必要不可欠である。

※ZEH・ZEB：Net Zero Energy House/Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビルディング）

我が国の省エネ関連目標と住宅・建築物分野での目標
＜エネルギー消費の割合＞ （2019年度）

建築物分野：約3割

業務・家庭
30％

運輸
23％

産業
46％

＜部門別エネルギー消費の状況＞

我が国の最終エネルギー消費量の約３割は建築物分野。

我が国は、2050年までに、温室効果ガス
の排出を全体としてゼロにする、すなわ
ち2050年カーボンニュートラル、脱炭素
社会の実現を目指すことを、ここに宣言
いたします。

2020年10月26日菅総理（第203回臨時国会）

2030年度において、温室効果ガスを2013
年度から46％削減することを目指します。
さらに、50％の高みに向け、挑戦を続け
てまいります。

2021年4月22日菅総理（気候サミット）

これらを踏まえて、地球温暖化対策計画並びに国連
に提出するNDC及び長期戦略を見直し。

日本の国際公約 住宅・建築物分野の目標

2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・
ZEB※基準の水準の省エネルギー性能が確保され
ていることを目指す。

エネルギー基本計画
（R3年10月閣議決定）等

2030年度以降新築される住宅・建築物について、
ZEH・ZEB※基準の水準の省エネルギー性能の確
保を目指す。

建築物省エネ法を改正し、住宅及び小規模建築
物の省エネルギー基準への適合を2025年度まで
に義務化する。

２０５０年において設置が合理的な住宅・建築物には太陽光
発電設備が設置されていることが一般的となることを目指し、
これに至る２０３０年において新築戸建住宅の６割に太陽光
発電設備が設置されることを目指す。

図-2　住宅・建築分野の省エネの必要性

脱炭素社会の実現に向けた住宅・
建築物分野の政策動向について
国土交通省　住宅局　参事官（建築企画担当）付 課長補佐　　平山　鉄也
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げます。最終的に、2030年にはこれが全体的にZEB水
準、つまり0.6から0.7、小規模については0.8といっ
た形になってくることを予定しています（図-4, 5）。

このうちZEB水準については、非住宅の中でも特に
BEIが0.7になるホテル・百貨店・病院などの用途の一
部では、2030年に向けてはかなり厳しいと思ってお
り、我々もしっかりとフォローしていきたいと考えてお
ります。
現状の適合率は、ZEH水準とZEB水準で各々、図-6

のような状況です。住宅はほぼ5割弱ですが、非住宅は
4割弱であり、特に中規模・小規模が低い状況です。こ
の辺りをリードしていくことが重要だと思っております。

 ２０１７年度より、大規模非住宅において適合義務を施行。

 ２０２５年度に、小規模非住宅・住宅を含む全ての建築物において適合義務化。

 遅くとも2030年度までには、更なる基準引き上げを行い、ZEB/ZEH水準を目指す。
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■建築物省エネ法の適合義務基準値の推移

図-5　建築物省エネ法の適合義務基準の経緯

〇 事業者の技術⼒の向上を確認しながら、建築物の規模・種類ごとに順次、規制措置を導⼊。
〇 省エネ基準適合義務制度は、技術⼒の最も⾼い事業者が担うことが多い⼤規模⾮住宅から適合義務制度

を開始。
〇 少なくとも2年前に義務基準適合・引上げを決定し周知。

基準適合・基準引き上げのスケジュール（予定）
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図-4　省エネ基準適合義務制度・基準引上げスケジュール

ステップだと捉えております。その次として2030年ま
でに省エネ義務基準を引き上げることが既に決まってお
ります。ZEH・ZEB水準と言っていますが、今よりも
2割程度、厳しい基準に引き上げることになっておりま
す。最終的には、2050年に新築以外も含めたストック
全体で省エネ性能をZEH・ZEB水準にすることを様々
な閣議決定文書でうたっている状況になっています。
太陽光パネルについても2030年時点で新築戸建の6

割程度には設置されるという目標を掲げており、こうし
た全体の目標を見ながら進めている状況です。
省エネへの取り組みは、元々オイルショックの70年
代後半頃に始まり、そこから40年以上かけてじわじわ
と対象を広げてきた経緯があります。最初は工場や事業
系から始まり、最終的には家庭分野や業務分野など建物
分野のほうもしっかり取り組まなければならないという
ことで広がってきています（図-3）。
契機としては平成27年に建築物省エネ法を新たに制
定したことが大きかったと思っております。この時にい
わゆる建築基準関係規定ということで、しっかりと確認
検査の中で省エネについても見ていくことになり、かな
り厳しくなってきたという状況です。

省エネ基準については、2030年までにZEH・ZEB

水準に性能を上げることが既に決まっております。ま
た、その途中段階として、2024年に大規模、2026年
に中規模の非住宅については一旦、中間的な基準に引き
上げることが実は決まっております。2024年4月から
は、ZEH・ZEB水準の少し手前ということで、用途に
よってBEIが0.75から0.85ぐらいまで、大規模非住宅
建築物については一旦、引き上げています。また、来年
4月より、300m2から2,000m2の中規模非住宅建物も
同じように用途によって0.75から0.85ぐらいに引き上

資源エネルギー庁資料より抜粋＋⼀部追記

2022 省エネ法改正 2022 建築物省エネ法改正

図-3　省エネ法等の改正の経緯

※１ ZＥB⽔準省エネ性能︓⽤途に応じて再エネ除きBEI=0.6/0.7、⼩規
模は再エネ除き0.8（温対計画における2030年度以降の新築⽬標）

※２ （）は⼩規模⾮住宅における、⽤途に応じて再エネ除きBEI=0.6/0.7
への適合率

新築建築物の環境性能に関するデータ
（出典）以下は、建築着⼯統計調査やアンケート調査等に基づき、国⼟交通省が推計したもの

■省エネ基準適合率（令和５年度）

■ZEH・ZEB基準の水準の省エネルギー性能への適合率（令和５年度）

○住宅 適適合合率率

89.9%全体

89.5%大規模

79.9%中規模

95.4%小規模

○非住宅 適適合合率率

99.9%全体

（適合義務化）大規模

（適合義務化）中規模

95.2%小規模

○住宅 適適合合率率

46.1%全体

38.6%大規模

39.5%中規模

52.3%小規模

○非住宅 適適合合率率※※１１

38.9%全体

45.0%大規模

19.0%中規模

24.3%(0.4%※２)小規模

■新築戸建住宅の太陽光発電設備設置率（令和５年度）

36.5%

図-6　新築建築物の環境性能に関するデータ
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いくことに一旦取り組んでいる状況です。
そうした中、既存を含めて住宅を中心に省エネ性能が
しっかり分かる形で流通させることが重要ということ
で、昨年4月から省エネラベル制度が始まっています
（図-9）。これは、改正された建築物省エネ法に基づい
て運用している制度ですが、図の左下のようにラベルを
貼り、星で一次エネルギー消費性能を表現し、家のマー
クで断熱性能を表現しています。販売・賃貸時にこのラ
ベルを貼っていただき、省エネ性能を見て建物や住宅を
選ぶ環境をつくっていくことに取り組んでいます。今、
かなり広まってきてるいることを実感しており、大手
ポータルサイトでも表示例が増えてきている状況です。

ただし、既存建築物では前述のしっかりとしたラベル
を作ることは難しく、性能が分からないものも多いもの
と思われます。そのため、部位別の省エネ性能として、
例えばリフォームした場合に、窓だけは高性能なものが
入っています、給湯設備は良いものが入っていますな
ど、部位の省エネ性能が高いことを表示する「部位ラベ
ル」というのも昨年11月から始めております（図-10）。
この例では、窓は改修してLow-Eの複層ガラスが入っ
ているとか、給湯設備はハイブリッドが入っているとか、

エネルギー消費性能表示制度

省エネ性能ラベル

エエネネルルギギーー消消費費性性能能
 ★１つで省エネ基準適合
 以降★1つにつき10%削減
 太陽光発電自家消費分を見

える化

断断熱熱性性能能
 断熱等性能等級1～7に相当

する7段階で表示
 で省エネ基準適合

目目安安光光熱熱費費
 設計上のエネルギー消費量

と全国統一の燃料単価を用
いて算出

ララベベルルのの発発行行
Webプログラムの計算結果等と
連動して発行（自己評価）

ラベルを用いた広告イメージ

Sample

不動産検索サイト等で物件関係画像の一つとして表示
することをイメージ

表示制度をもっと知りたい！

表示制度の詳細や留意事項につい
て整理したガイドラインやオンライ
ン講座を国土交通省ホーム
ページに公開中。

https://www.mlit.go.jp/shoene-label/

Sample
4

 2024年4月から、住宅・建築物を販売・賃貸する事業者に対して、販売等の対象となる住宅・
建築物の省エネルギー性能を表示することが努力義務化された。

 省エネルギー性能を表示する際は、原則として規定のラベルを使用することが必要である。

 住宅・建築物を販売・賃貸する事業者※は、その販売等を行う建
築物について、エネルギー消費性能を表示する必要(努力義務)。
※事業者であるかは反復継続して販売等を行っているか等で判断。

 告示に定められたラベルを使用して表示。

 告示に従った表示をしていない事業者は勧告等の対象※。
※ 当面は社会的影響が大きい場合を対象に実施予定

図-9　建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度

住宅については住宅性能評価制度があり、その中で、
省エネ基準よりも少し高いレベルについて指標を示して
きたという経緯があります。断熱については、義務基準
が等級4、ZEH水準が等級5という中で、それを上回る
等級6・等級7も既に設定されています。等級7の断熱
性能は世界的にも厳しい基準ですが、この等級7を満た
す商品も幾つか出てきている状況です。
一次エネルギー消費量には、ZEH水準の等級6よりも
上の等級がなかったので、新しく等級7と等級8をつく
ることになりました。BEIは等級6が0.8、等級7が0.7、
等級8は0.65程度とする形で考えています（図-7）。

ここまで新築住宅をメインに話をしてきましたが、既
存住宅についてはなかなか難しい面があります（図-8）。
特に住宅5,400万戸のうち現行の等級4レベルの外皮基
準を満たしてるのはまだ2割弱で、残りの8割程度は現
行の等級4の水準に達していません。
既存の性能を上げていくことは省エネに限らず難しく
て、他の構造性能や防火性能についても同様にこれまで
難しい状況があり、既存住宅に対して遡及して基準適合
を求めることはなかなか難しいという側面があります。
このため、誘導的に補助金を使って省エネ性能を上げて

社会資本整備審議会建築分科会（第 47
回）、 建築基準制度部会（第 21 回）及び
建築環境部会（第 25 回） 合同会議

図-7　住宅性能表示制度における省エネルギー対策等級

 建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物については、告示に従った表示を行うことが
困難なものもある。

 このため、既存住宅における省エネ性能の向上に資する改修等の取組みを評価するため、改修
等の部位の表示（省エネ部位ラベル）を新たに設定。

 この新しい省エネ部位ラベルは2024年11月から運用開始。

表示例（１） 主たる項目及び副次的項目を全て「有り」とした場合 表示例（２） 一部の項目を「有り」とした場合

主たる項目 副次的項目

図-10　住宅における省エネ部位ラベル

【住宅ストック（約5,400万戸）の断熱性能】

○ 住宅ストック（約5,400万戸）のうち省エネ基準に適合している住宅は
令和５年度時点で約19％、無断熱の住宅は約23％と推計される。

出典：国土交通省調査によるストックの性能別分布を基に、住宅土地統計調査による改修件数及
び事業者アンケート等による新築住宅の省エネ基準適合率を反映して推計。

現行基準

１９%

H4(1992)基準※１

22%

S55(1980)基準

36%

S55基準※２に満たないもの

（無断熱等）

23%

※1：省エネ法に基づき平成4年に定められた基準
※２：省エネ法に基づき昭和55年に定められた基準

図-8　住宅ストックの断熱性能
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状況です。
その他にも未評価技術ということで、図-13に挙げた

15個の項目、さらに今年2月に空衛学会から追加され
て現在は合計で23項目になっていますが、こうした技
術については省エネ評価の中で見ることができるように
していかなければいけない、と思っているところです。
省エネの取り組みは、建物利用者や居住者にメリット
が還元されることをアピールしないと、CO2削減や脱
炭素だけを言ってもなかなか進まないだろうと思いま
す。
1つめのメリットは光熱費の削減です。建物の利用者
にとって、イニシャルコストは少し高くてもランニング
コストとなる光熱費は削減できるということがアピール
ポイントです。
もう1つのメリットは健康に良いことです。特に住宅
を中心に、国土交通省も10年ぐらい厚生労働省と一緒
になって研究を支援して、アピールしてきております。

図-14のようなパンフレットを作り、省エネ住宅は、
実は血圧の低下に寄与しますとか、あるいは特に高齢者
などが夜間トイレに行きたくなる「過活動膀胱」を抑制

そういう表示ができるようになっています。
これに加えて、もう少し全体の性能が分かる既存用の
ラベルも検討している状況です。今、幾つか案をつくっ
ており、来年度以降、制度化しようと思っていて、どの
ぐらい詳細に既存の省エネの性能を示すかということが
非常に悩ましいところですけれども、検討会を立ち上げ
て議論している状況です。
それから、太陽光発電の関係も最近動きがあります。
住宅トップランナー基準といって、市場の約半分を占め
る住宅供給事業者の方々に、少し厳しい省エネの基準を
課している状況になっています。その中で太陽光パネル
の設置の目標をつくりました。建売戸建と注文戸建の事
業者の方々に、2027年度を目標に各々、太陽光パネル
設置率の基準を満たしていただくことにしています。
建売戸建では全体の37.5％、注文戸建では87.5％に

設置いただくように求めている状況です（図-11）。全国
での目標は2030年で6割になっており、その内訳は、
注文戸建ては設置率が高い状況なので全体の8割、建売
戸建については全体の6割を達成することを念頭に置い
ています。その中間の段階の2027年の目標として、住
宅トップランナー基準を改正したところです。

非住宅の関係についても少しご紹介します。元々、非
住宅のWebプログラムの中で評価できる技術が限定的
な状況です。通常のWebプログラムで評価して省エネ
適判を通すものは図-12の左側「YES」という赤い線の
ルートになりますが、これに乗らない技術も真ん中の任
意評定のルートで省エネ適判を通すということが可能に
なっています。
例えば、パッケージエアコンとか、下水熱とか、ある
いは温泉水を利用したシステムについても、任意評定の
ガイドラインを使ってWebプログラムの中で評価をし
て省エネ適判を通すことが徐々に可能になってきている

■住宅トップランナー制度における太陽光発電設備の設置⽬標（⼾建住宅） ()内の数字は、供給⼾数全体を⺟数とした割合

 2030年の新築⼾建住宅の６割への太陽光発電設備の設置に向けて、 太陽光発電設備に関する技術開発や製品のコストダウン化、屋根置
き太陽光の普及等を考慮し、中間となる2027年度に地域性等を勘案した住宅トップランナー制度の⽬標を設定する。

①年間供給⼾数のうち ② 設置が合理的な住宅※の⼾数のうち
・ 建売⼾建住宅︓30％に太陽光発電設備を設置 ・ 建売⼾建住宅︓37.5%に太陽光発電設備を設置
・ 注⽂⼾建住宅︓70％に太陽光発電設備を設置 ・ 注⽂⼾建住宅︓87.5%に太陽光発電設備を設置

住宅トップランナー制度における太陽光発電設備の設置⽬標設定

※3 2030年の各セグメントの割合については、2027年度のトップランナー基準を設定するにあたっての現時点での想定である。（R3年度再⽣可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおいて資
源エネルギー庁がTR注⽂⼾建90％、その他50％と提⽰している。今回は、設置が合理的でない住宅の割合を20％と仮定していることから、2030年新築⼾建６割の⽬標を達成することを前提に、TR注⽂⼾
建80％、TR建売⼾建60％、TR以外50％としている。）

設置が合理的では
ない住宅を勘案

■住宅トップランナー事業者に対する⽬標■⽬標設定に係る考え⽅

※以下①〜③の住宅を除く。
① 多雪地域に該当する住宅
② 都市部狭⼩地に該当する住宅
③ 上記のほか、周辺環境等により設置が困難な住宅

2027年 2030年2024年※2

※1 トップランナー以外の事業者の設置率はアンケート調査による推計値。全体の設置率は、トップランナー事業者の実績値とトップランナー以外の事業者の推計値により算出。
※2 トップランナー事業者の設置率は、2022年度に供給された住宅に係る報告内容を2024年度にとりまとめた実績値。

（供給住⼾の80%を⺟数）

注⽂⼾建住宅建売⼾建住宅

TR
事業者

TR以外
事業者

2022年度 全体PV設置率
31.4%

（8.0%） （58.4%）

（27.8%）

注⽂⼾建住宅建売⼾建住宅

TR
事業者

TR以外
事業者

⽬標 37.5%
（30%）

⽬標 87.5%
（70%）

（40%）

注⽂⼾建住宅建売⼾建住宅

TR
事業者

TR以外
事業者

2030年度⽬標 全体PV設置率
60%

（60%） （80%）

（50%）※1

※1

※3 ※3

※3

図-11　住宅トップランナー制度における
太陽光発電設備の設置目標について

当該省エネ技術が特殊の構造⼜は設備であり、通常の評価⽅法では評価が困難

入力する性能値の試験方法等が一般化している（JIS等)

大臣認定
（性能評価※の活用による）

性能評評価結果を第三者認証
に活⽤する場合は、別途、通
常評価（標準⼊⼒法）による
省エネ基準適合の確認が必要
ＢＥＩ等の省エネ性能が評価
の対象

YES NO

通常評価（Webプログラム）

YES

任意評定※

任意評定のためのガイドラインの作成及び
性能評価機関による評価が必要

NO

省エネ適合性判定

性能評価の蓄積を
踏まえ通常のWeb
プログラムに反映

（省エネ適判みなし）

＜省エネ適判、性能評価、⼤⾂認定の関係＞

○ 建築物の省エネ基準適合を確認するために行う省エネ性能評価はWebプログラムを用いることが基本。
○ 試験方法等が一般化していない場合等は任意評定を受けることによりWebプログラムの対象化。

○ Webプログラムにより評価できない場合は、登録評価機関において個別に評価を受け大臣認定を受ける
ことが可能。

※ 任意評定・性能評価 実施機関（7機関）
①（一財）ベターリビング ②（一財）日本建築センター ③日本ERI（株） ④ビューローベリタスジャパン(株)
⑤(一財）日本建築総合試験所 ⑥(一財）建材試験センター ⑦(一財）北海道建築指導センター

図-12　省エネ性能の評価の仕組み（大臣認定制度・性能評価）

6. 照明のゾーニング
制御

7. フリークーリング 8. デシカント空調シ
ステム

9. クール・ヒートト
レンチシステム

10. ハイブリッド給湯
システム等

11. 地中熱利⽤の⾼度化 12. コージェネレーショ
ン設備の⾼度化

13. ⾃然採光システム 14. 超⾼効率変圧器 15. 熱回収ヒートポンプ

1. CO2濃度による
外気量制御

2. ⾃然換気システム 3. 空調ポンプ制御の
⾼度化

4. 空調ファン制御の
⾼度化

5. 冷却塔ファン・イ
ンバータ制御

(公社)空気調和・衛⽣⼯学会公表資料、 (⼀社)環境共創イニシアチブZEB実証事業パンフレットより作成

 ⾮住宅建築物のZEB化に向けては、その取り組みに資する未評価技術について、(公社)空気調和・衛⽣⼯学会がWEBプログラムにおける
未評価技術23項⽬として公表している。

2025年2⽉同学会が追加項⽬を公表
16.バイオマスエネルギー利⽤
17.下⽔熱等利⽤システム
18.太陽熱利⽤の⾼度化
19.AI制御等による省エネシステム
20.⾼効率厨房換気システム
21.デマンドレスポンス
22.⽔素製造・貯蔵・利⽤システム
23.瞬間加温式⾃動⽔栓

※ 「３．空調ポンプ制御の高度化」については、任
意評定ガイドライン策定・WEBプロ実装済

図-13　省エネ未評価技術の評価の円滑化
（評価の想定条件の整理）
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するのに効果的ですとか、そういった様々な医学的効果
を調べて一般の方に広報しています。引き続きこうした
取り組みも進めていきたいと思っています。
その他、補助や税制についても毎年取り組んでいます。
今年は「住宅省エネキャンペーン2025」として「子育て
グリーン住宅支援事業」などを行っています（図-15）。
その中でのアピールポイントは、元々補助していた

ZEH水準より高いレベルであるGX志向型住宅（図
-16）に対して、多くの金額を投じて補助を行うところ
です。ここは、まさにBEIが0.65、断熱等級が6、こ
の辺りをターゲットにして、特に手厚い補助をしています。
税についても、住宅ローン減税として、省エネ性能に
応じてローン減税の控除額の限度額が変わっている状況
です（図-17）。令和8年以降の住宅ローン減税をどうす
るかについては目下議論が進んでいるところです。年末
頃には打ち出されるだろうと思われます。

3．ライフサイクルカーボンの削減
後半は、ライフサイクルカーボンのお話をします。
今年はLCA（ライフサイクルアセスメント）Yearだ
と思っています（図-18）。これまで40年近く取り組ん

出典：（一社）日本サステナブル建築協会資料（国土交通省補助事業により作成）

出典：（一社）日本サステナブル建築協会資料（国土交通省補助事業により作成）

図-14　断熱性能の向上と健康への影響

GX志志向向型型
住住宅宅

③ 高効率給湯器

ヒートポンプ給湯機

① 高断熱窓

② 高性能断熱材

例（外壁）︓⾼性能グラスウール

（（イイメメーージジ））

アルミ樹脂複合サッシ

複層ガラス

出所︓積⽔ハウスHP

例︓複層ガラス・樹脂サッシ

出所︓⼤和ハウス⼯業HP

断熱材

出所︓三菱電機

出所︓アイシン

家庭⽤燃料電池

ハイブリッド給湯機

出所︓リンナイ

※※ エエネネルルギギーー削削減減にに係係るる①①～～③③はは、、本本事事業業にによよるる「「160万万円円/戸戸」」のの補補助助対対象象エネルギー削減に関する基準「BEI≦0.65」

※ BEI（Building Energy Index）： 国が定めるエネルギー消費量の基準値を「１」とした際に、建築物のエネルギー消費量がいくつになるかを示したもの。

図-16　ＧＸ志向型住宅（イメージ）

資材製造 施⼯ 維持管理・改修 解体

使⽤
（エネルギー消費）※

※この他、⽔消費がある

現場施⼯ 使⽤輸送 解体製造 改修

CO2
CO2

CO2建材・設備
CO2

輸送
原
材
料
調
達

アップフロントカーボン

エンボディドカーボン

CO2
CO2CO2

CO2
原
材
料
調
達

CO2CO2

CO2
原
材
料
調
達

CO2CO2

原材料の調達、⼯場への輸送、⼯場での製造 現場への輸送、施⼯ 冷媒からのフロン漏洩、修繕、改修 等 廃棄物の処理 等

オペレーショナルカーボン

ライフサイクルカーボン（ホールライフカーボン）＝ エンボディドカーボン ＋ オペレーショナルカーボン

図-18　建築物のライフサイクルカーボンについて

○ 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対し

て、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた

裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行う。

１１ 制制度度のの目目的的

２２ 補補助助対対象象

住住宅宅※※2,3のの新新築築（（注注文文住住宅宅・・分分譲譲住住宅宅・・賃賃貸貸住住宅宅））

経済対策閣議決定日（令和６年11月22日）以降に、新築は基礎工事より後の工程の工事、リフォームはリフォーム工事に着手したものに限る（交付申請までに事業者登録が必要）。

子育てグリーン住宅支援事業の概要

補補助助額額対対象象住住宅宅対対象象世世帯帯

160万円/戸GX志向型住宅※4すべての
世帯

100万円/戸建替前住宅等の除却を行う場合※7
長期優良住宅
※4,5,6

子育て

世帯等※1

80万円/戸上記以外の場合

60万円/戸建替前住宅等の除却を行う場合※7ZEH水準住宅
※4,6 40万円/戸上記以外の場合

※1：「18歳未満の子を有する世帯（子育て世帯）」又は「夫婦のいずれかが39歳以下の世帯（若者夫婦世帯）」
※2：対象となる住戸の床面積は50㎡以上240㎡以下とする。

※3：以下の住宅は、原則対象外とする。
① 「土砂災害特別警戒区域」に立地する住宅
② 「災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る）」に立地する住宅
③ 「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外」かつ「災害レッドゾーン（災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急

傾斜地崩壊危険区域又は浸水被害防止区域）内」で建設されたもののうち、3戸以上の開発又は1戸若しくは2戸で規模1000㎡超

の開発によるもので、市町村長の勧告に従わなかった旨の公表に係る住宅
④ 「市街化調整区域」かつ「土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ３ｍ以

上の区域に限る）」に該当する区域に立地する住宅
※4：「GX志向型住宅」は環境省において実施、「長期優良住宅」及び「ZEH水準住宅」は国土交通省において実施。
※5：長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、地方公共団体にて認定を受けたもの。
※6：賃貸住宅の場合、子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準に適合することが必要。
※7：住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主（その親族を含む）が所有する住宅を除却する場合。
※8：結露防止に係る基準は含まない。
※9：戸建住宅・共同住宅の別に応じて、基準値はそれぞれ下表のとおりとする。

※10：他の機器との接続が可能な規格に適合することが必要。（接続の是非は居住者の判断）

既既存存住住宅宅※※11ののリリフフォォーームム※※12

補補助助額額※※13補補助助要要件件メメニニュューー

上限：60万円/戸必須工事３種の全てを実施Sタイプ

上限：40万円/戸必須工事３種のうち、いずれか２種を実施Aタイプ

※11：賃貸住宅や、買取再販事業者が扱う住宅も対象に含まれる。
※12：「断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省CO2加速化支援事業」（環境省）、「高効率給湯器導入促進による

家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」（経済産業省）及び「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」（経済
産業省） 【以下「連携事業」という。】とのワワンンスストトッッププ対対応応を実施し、併せて実施することが可能。

※13：補助額はリフォーム工事の内容に応じて定める額を合算した額。
※14：①，②については、ZEH水準に相当する省エネ性能以上の改修工事に限る。
※15：補助対象となるのは「必須工事」を行う場合に限る。なお、この場合、連携事業のうち、環境省事業は必須工事①、

経済産業省事業は必須工事③として扱う。

①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置必須工事※14

子育て対応改修、バリアフリー改修等附帯工事※15

補助対象工事

分分譲譲住住宅宅・・賃賃貸貸住住宅宅のの新新築築にに関関すするる特特則則

【分譲住宅における事前登録の方法】

・ 住宅購入者が決定していない時点においても、あらかじめ、補助要件に適合する
住宅の戸数を登録することで、交付申請を行うことが可能。

・ 登録は、①各事業者における1か月あたりの登録戸数の上限、②各住棟におけ
る対象住宅戸数に応じた登録戸数の上限（共同住宅の場合）の範囲内で行う。

・ 登録戸数を超える住宅購入者が決定した場合は、追加の交付申請を行うことも
可能（共同住宅の場合）。

【賃貸住宅を対象とした追加ルール（長期優良住宅又はZEH水準住宅に限る）】

・ 申請ができる戸数の上限は、※2及び※6に該当する戸数の50%とする。

・ 新築時最初の入居募集（３か月間）は、対象を子育て世帯等に限定する。
（当該期間中に入居者を確保できなかった場合は、子育て世帯等以外の世帯を入居させることも可能）

・ 「子育て世帯等」向けに、補助金額を勘案した合理的な優遇家賃を設定する。

令和７年度当初予算額： 250億円
令和６年度補正予算額：2,250億円 ※ＧＸ経済移行債を含む。

長長期期優優良良住住宅宅・・ＺＺＥＥＨＨ水水準準住住宅宅GX志志向向型型住住宅宅各各対対象象住住宅宅のの要要件件

等級５以上等級６以上断熱性能※8

20%以上35%以上再エネを除く一次エネルギー消費
量の削減率 原則100%以上※9再エネを含む

設置※10HEMSの設置

都都市市部部狭狭小小地地等等
又又はは 多多雪雪地地域域

寒寒冷冷地地
又又はは 低低日日射射地地域域

右右記記以以外外のの地地域域

要件なし75%以上100％以上

6以以上上4・・51〜〜3

要件なし50%以上75%以上

【共同住宅(階数)】【戸建住宅(立地)】

図-15　子育てグリーン住宅支援事業の概要

1133年年（（「「そそのの他他のの住住宅宅」」はは、、22002244年年以以降降のの入入居居のの場場合合、、1100年年））

1100年年

22,,000000万万円円

長期優良住宅・低炭素住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

＜＜入入居居年年＞＞

44,,550000万万円円

44,,000000万万円円

その他の住宅

22002222((RR44))年年 22002233((RR55))年年 22002244((RR66))年年 22002255((RR77))年年

33,,000000万万円円
０円

（（22002233年年ままででにに新新築築のの建建築築確確認認 ：： 22,,000000万万円円））

55,,000000万万円円
44,,550000万万円円

子子育育てて世世帯帯等等※※：：55,,000000万万円円

その他の住宅 22,,000000万万円円

長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

33,,000000万万円円

住宅ローン減税等に係る所要の措置（所得税・個人住民税）

控控除除期期間間
新築住宅・買取再販

控控除除率率 ：： ００．．７７％％

所所得得要要件件

床床面面積積要要件件

借借
入入
限限
度度
額額

新
築
住
宅
・買
取
再
販

既
存
住
宅

既存住宅

※「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

子育て世帯等の住宅取得環境が厳しさを増していること等を踏まえ、住宅ローン減税について、子育て世帯等の借入限度額の上
乗せ及び床面積要件の緩和措置を令和７年も引き続き実施する。

33,,550000万万円円
子子育育てて世世帯帯等等※※  ：：44,,550000万万円円

33,,000000万万円円
子子育育てて世世帯帯等等※※：：44,,000000万万円円

4,500万円
子子育育てて世世帯帯等等※※：：55,,000000万万円円

3,500万円
子子育育てて世世帯帯等等※※  ：：44,,550000万万円円

3,000万円
子子育育てて世世帯帯等等※※：：44,,000000万万円円

5500㎡㎡
（（新新築築のの場場合合、、22002244（（RR66））年年ままででにに建建築築確確認認：：4400㎡㎡（（所所得得要要件件：：11,,000000万万円円））））

5500㎡㎡
（（新新築築のの場場合合、、4400㎡㎡（（所所得得要要件件：：11,,000000万万円円））））

１年間の控除額
＝借入金額×０.７％

※限度額あり

図-17　住宅ローン減税等に係る所要の措置
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概念としてはそれほど複雑ではなく、いわゆる積算を
CO2で行うようなイメージだと思っています。建物に
使われている建材・部材・設備の使用量に、それぞれの
単位量当たりのCO2の量を掛け合わせていって全体の
CO2を出す、といった概念です。しっかり現実に即し
て積み上げてやっていこうと考えております。

なぜLCAを頑張っているか、その理由の1つとして、
国際的に、特にEUが建物分野のライフサイクルカーボ
ンの削減に力を入れている状況が影響していると思って
います。昨年4月、EUの建築物エネルギー指令が改正
され、2028年1月から1,000m2を超える新築の建物に
ついてはライフサイクルカーボンをしっかり計算して公
表することが義務付けられました。
従って、これに基づきEU加盟各国が規制をつくって
いくことになり、最終的に2030年には全ての新築建築
物について、ライフサイクルカーボンの算定開示の義務
化が予定されている状況です（図-21）。国によっては、
北欧を中心に既に上限値規制として、一定のCO2の量
を下回らないと着工できない、という着工規制までやっ
ている状況になってきています。

出典：令和６年度 ゼロカーボンビル（LCCO2ネットゼロ）推進会議 報告書（令和７年３月、
IBECs、JSBC）p.71 「図3.5-1. ケーススタディ算定結果の分布」のグラフをもとに作成

ライフサイクルカーボン算定・評価（LCA)とは？

 建築物のライフサイクル全体におけるCO2を含む環境負荷を算定・評価すること。

 現在の省エネ規制は「建物使用時のエネルギー消費量の削減」を狙ったものであることに対して、ライフサイ
クル全体で評価する点及びCO2排出量で評価する点が異なる。

現在の省エネ規制との違い

ライフサイクルカーボンの構成イメージ

アップフロント
カーボン
22％

オペレーショナル
カーボン
52％

J-CATケーススタディ平均値（全⽤途）N=26

エンボディド
カーボン
48％

ライフサイクルカーボン（ホールライフカーボン）

オペレーショナルカーボン

資材製造
段階

施⼯
段階

�
�
�
�
�
�

⼯
�
�
�
輸
送

製
造

�
�
�
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輸
送

施
⼯

使⽤段階
(資材関係)

維
持
保
全

修
繕

交
換

改
修

解体段階

�
�
�
撤
去

�
�
�
�
輸
送

中
間
処
理

�
�
�
�
処
理

使⽤段階
(光熱⽔関連)

エネルギー消費
⽔消費

アップフロントカーボン
エンボディドカーボン

境界外の
補⾜情報

再
利
⽤

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

使
⽤※

※ 冷媒・断熱
材からのフ
ロン漏洩等
を指す

使⽤段階
(光熱⽔関連)

エネルギー消費
⽔消費

現在の建築物省エネ法
で規制している部分

「資材等の使用量 」✕「CO2原単位データ」の足し合わせ

⇒「鉄の使用量●kg」✕「○ kg-CO2e/kg」＋「コンクリートの使用量■kg」✕「□ kg-CO2e/kg 」…

アップフロントカーボン（資材製造段階）の算定方法のイメージ

図-20　建築物のライフサイクルカーボン算定・評価
（LCA）について

○ 2023年G7環境⼤⾂会合コミュニケ等において、建物のライフサイクルの脱炭素化の重要性を指摘。
○欧州委員会は、2024年4⽉にEU建築物エネルギー指令を改正し、加盟国に対して、2028年から⼀定規模以上の新
築建築物に対して、ライフサイクルGWP※の算定及び開⽰を義務付けることを決定。既に現時点で欧州９か国でエンボ
ディドカーボンやライフサイクルカーボンを算定することを義務付ける制度を導⼊。

備考CO2排出量上限値評価義務国
事務所及び住宅が対象、エンボディドカーボンが算定範囲2018-2013-オランダ
100㎡以上が対象、エンボディドカーボンが算定範囲2027-（検討中）2022-スウェーデン
住宅、事務所、教育施設が対象2022-2022-フランス
全⽤途対象2023-（1,000㎡〜）2023-デンマーク
全⽤途対象2025-2025-フィンランド
⼀定規模以上の全⽤途(建設地による）なし2021-ロンドン

※表中の６か国のほか、

ノルウェー(2022年）

エストニア（2025年予定）

アイスランド（2025年予定）

の３か国においても制度導⼊。

出典︓ゼロカーボンビル推進会議資料（2024年2⽉）をベースに時点修正

G7気候・エネルギー・環境⼤⾂会合コミュニケ（2023年4⽉16⽇） G7都市⼤⾂会合コミュニケ（2023年7⽉9⽇）
建物のライフサイクル全体の排出量を削減する⽬標を推進することを推奨する。 設計、建設から運⽤、管理、解体に⾄るまで、ネット・ゼロの建築物のラ

イフサイクルを推進する必要があることに留意する。

2028年︓1,000㎡超建築物
1,000m2超の新築建築物について、ライフサ
イクルGWPを算定し、開⽰しなければならない。

2030年︓全建築物
全ての新築建築物について、ライフサイクル
GWPを算定し、開⽰しなければならない。

算定フレームワークの策定
欧州委員会は2025年末までにライフサイクル
GWPの算定に関するEUフレームワークを策定。

ロードマップの策定
2027年初までに、各国は全ての新築建築物のライフサイクルGWP累積値に関する上限値の導⼊
等のロードマップを策定しなければならない。

※ ライフサイクルGWP（Global Warming Potential）︓建築物のライフサイクル全体（50年）における温室効果ガスの影響を⼆酸化炭素量に換算したもの(kgCO2eq/㎡)

EU建築物エネルギー性能指令の概要

欧州各国における制度導⼊の状況

図-21　建築物LCAに関する国際的な動向

できた省エネというのは、建物を使う段階でのエネル
ギー消費を減らすということなので、同図の下の茶色い
部分しか見てなかった、ということになります。
この省エネ、「オペレーショナルカーボンの削減」に
加え、建物を造ったり改修したり解体する段階で出てく
るCO2もしっかり捕捉して減らしていかないと、トー
タルとして脱炭素にはつながりません。そのため、この
数年、同図の緑の部分、すなわち、建物の建設に際し、
建材・部材・設備を作る段階から出てくるCO2、これ
らを全部足し合わせ、かつ、その施工現場で出るCO2

も足し合わせた「アップフロントカーボン」、さらに、
建物を改修や解体する段階も足すと「エンボディドカー
ボン」になりますが、この「エンボディド」に「オペレー
ショナル」を加えた「ライフサイクルカーボン」全体を
減らしていこうとする動きが特に進んでいる状況です。
その中で難しいのは、アップフロントカーボンです。
建物に使われている多数の部材・建材・設備のCO2の
量を積算して把握するところから始める必要があり、か
なり難しいのですが、これをしっかりやっていこうと考
えております。
元々、オペレーショナルカーボンについては、前半で
申し上げたような省エネ基準の義務化や引き上げに取り
組んできましたので、削減へ一歩進んでいます。ただ、
エンボディドカーボンについては、産業分野、それから
運輸分野で発生するCO2です（図-19）。これら手つか
ずであった部分に取り組んでいくよう考えています。

図-20の右側の円グラフは、国内26件の建物に対す
るライフサイクルカーボンのケーススタディの結果で
す。約半分がオペレーショナル由来のCO2、残り半分
がエンボディドのCO2という状況が分かります。元か
ら対策してきた半分と、まだ手つかずの半分という状況
ですので、この右側の緑色と青色の部分をしっかり減ら
していこうと頑張っております。

我が国全体の分野別CO2排出量
（2022年度）

オペレーショナルカーボン

エンボディドカーボン

① これまで、建築物省エネ法により規制。
2025年に省エネ基準適合の全⾯義務化、
2030年にZEH・ZEB⽔準への基準引上げ
を⾏うなど、建築物の省エネ施策の推進により、
今後、さらに削減⾒込み。

② 今後は、建築物に関わるCO2排出量の
さらなる削減のために、エンボディドカーボンの
削減も必要不可⽋。

③ エンボディドカーボン削減には、建築物を
構成する建材等の製造プロセスの脱炭素化や、
建材を⼯場から施⼯現場に輸送する距離を
縮める等の⼯夫を要する。

産業分野
（33.9％）

運輸分野
（18.5％）

その他
（15.1％）

業務・家庭分野
（32.5％）

図-19　建築物のCO2排出量の削減に向けて
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した操作もできるようになっています。最終的な結果と
して、建物全体でどのぐらいアップフロント、エンボ
ディド、ライフサイクルがあるのかをグラフなどで示せ
るようなツールになっているものです（図-25）。
このJ-CATを用いて幾つかケーススタディをしてみ
ました（図-26, 27）。大体30棟ぐらいで幾つかの用途
で行ってみると、平均的には図-26の円グラフにあるよ
うに、エンボディドカーボンが4割から5割ぐらいを占
めるという結果になりました。用途によっても異なりま

他方、企業のサステナビリティ情報の開示でも、いわ
ゆるScope 3の開示を進めていこうとする議論が金融投
資サイドであります（図-22）。自社が直接排出する
CO2などのScope 1や、自社で使う電気などのScope 2

だけでなく、製品の配送や原材料に関係して間接的に排
出されるCO2や、売った製品の使用中に発生するCO2、
これらの下流と上流のScope 3も合わせたCO2も捉え
てその企業のScope3として公表するという流れが、か
なり進んできています。

金融庁でもこのサステナ開示の検討会をやっていま
す。恐らく遅くとも2028年3月期から、プライム3兆
円以上の企業については基本的に、有価証券報告書の中
に今のScope 3の情報開示を義務づけるよう考えている
ようです。1年ごとに、次の2029年3月にはプライム1

兆円以上、その次は5,000億円以上、あとは全部とい
う段階で、徐々に対象となる企業を広げていくことが考
えられているようです。こうした流れの中、特に不動
産・建築分野のScope 3は正に建物のライフサイクル
カーボンですので、しっかり計算できる状況にしようと
進めています。
今の内容をまとめたのが図-23です。昨年10月には、

日本版のライフサイクルカーボン算定ツール「J-CAT」
をゼロカーボンビル推進会議で開発して公表しました。

J-CATでは色々なモジュールごとに計算できるよう
になっています（図-24）。同図の左側の表のA1から
A5でアップフロントカーボンを計算できます。また、
改修や解体の段階も一定のシナリオを置いて計算できる
ようになっています。部分的に数字を入れ替えることも
でき、例えば、フロンの漏洩防止対策をしている場合に
フロンの漏洩率を変えるなど、モジュールBやモジュー
ルCについても操作できます。その他、更新の周期を変
えるとライフサイクルカーボンが変わりますので、そう

• 事業者の活動に関連する他社の排出であるScope3については、プライム市場における気候関連財務情報として
[TCFD,IFRS/ISSB]により開⽰義務化要請(具体的な対象・時期は現在検討中）されている。

• Scope３対応を図るためにはサプライチェーンを含めたLCA算定が必要。
• また、不動産事業者及びファンドのESG配慮を測る年次ベンチマーク評価であるGRESBなどにおいて、建築物の
LCAの実施等が評価項⽬として重要視。

事業者自らによ
る温室効果ガス
の直接排出（燃
料の燃焼、工業
プロセス）

他社から供給さ
れた電気、熱・
蒸気の使用に伴
う間接排出

Scope1、Scope２以外の間
接排出（事業者の活動に関
連する他社の排出）

Scope1、Scope２以外の間
接排出（事業者の活動に
関連する他社の排出）

Scope1,2,3について GRESBについて

不動産事業者等はScope３対応（特にアップフロントカーボ
ン）が必要
→ 従来は工事費用に対して係数を乗じて算定も、資材単価の高騰等

の影響を受けるため、積上型による比較可能な算定方法が求めら
れている。

 グローバルで合わせて 47 兆米ドル（約 5,392 兆
円）の運用資産を持つ 140 以上の GRESBメンバー
が、投資先の選定や対話に GRESB データを活用

＜GRESBにおける評価について＞
 GRESBの評価項目は、①マネジメント、②パフォーマンス、

③デベロップメント、の観点から実施。
 このうち②パフォーマンスと③デベロップメントにおいて、

建築物のLCA関係の事項を評価。

【GRESBでのLCA関連評価事項】
②パフォーマンス
・エンボディドカーボンの目標に関する事項を追加

③デベロップメント：
・建築資材に関する要件（EPD取得、地域産材使用など）
・LCAの有無、スコープ、使用ツール
・エンボディドカーボン設計
・建設・運用段階でネットゼロカーボン設計をしたプロ
ジェクト割合と仕様基準

図-22　建築物LCAが求められる国内の動向（金融・投資）

出典：令和６年度 ゼロカーボンビル（LCCO2ネットゼロ）推進会議 報告書より抜粋

⼊⼒シ ト (B1)
⼊⼒欄︓ 必須⼊⼒項⽬ 任意⼊⼒項⽬

地球温暖化物質集計表

発泡断熱材
（⼯場成形板）-

1

発泡断熱材
（⼯場成形板）-

2

発泡断熱材
（現場発泡）-1

CFC CFC-11 CFCl3 4000 1 遠⼼冷凍機冷媒,発泡断熱材

ハロン Halon1301 CF3Br 5600 10
ハロン1301消⽕剤
（N2・CO2消⽕等を除く）

HCFC HCFC-22 CF2HCl 1700 0.055
チラ―、パッケージエアコン、
発泡断熱材

物質名 化学式
地球
温暖化
係数

オゾン層
破壊
係数

建築関連⽤途

新築または既存︓ 既存 ⼊⼒欄︓ 必須⼊⼒項⽬
【新築の場合CASBEEより転記】事業者名︓ 東京電⼒エナジーパートナー(株)

【新築の場合CASBEEより転記】〇△電⼒(H30年実績値)︓ t-CO2/kWh 任意⼊⼒項⽬
(1) 消費エネルギー量集計表

年間消費エネルギー量 備考 施設管理諸室※の消費割合

① 96.2 kWh/年㎡ ※既存の場合に⼊⼒ 0.22%

集 ② 141.6 MJ/年㎡ ※既存の場合に⼊⼒ 0.22%

計 ③ MJ/年㎡ ※既存の場合に⼊⼒ 0.22%

表 ④ kg-CO2/年㎡ ※新築の場合に「CASBEE-建築（新築）におけるライフサイクルCO2評価」結果を転記 0.22%

⑤ 0.51 m3/年㎡ ※既存の場合は実績値、新築の場合は想定年間使⽤上⽔量を⼊⼒ 0.22%

⑥ 0.41 m3/年㎡ ※既存の場合は実績値、新築の場合は想定年間使⽤排⽔量を⼊⼒ 0.22%

⑦ 10.7 kg/年㎡ ※既存の場合は実績値、新築の場合は想定年間廃棄物量を⼊⼒ 0.22%

（新築）電⼒、ガス、⽯油合計

（既存）消費電⼒量
エネルギー種別

⼀般廃棄物量

（既存）消費ガス量
（既存）消費⽯油量

上⽔消費量
下⽔排⽔量

標準算定法 ⼊⼒イメージ

A1〜A5

2) 評価期間、建替周期⼊⼒

B1

B6, 7 
7) エネルギー・⽔消費量⼊⼒

6) フロン等使⽤量⼊⼒

8)

維
持
管
理

B3〜B5 C1〜C4

4) 更新周期・修繕率⼊⼒

3) 資材数量の⼊⼒

1) 建物基本情報⼊⼒

9) ホールライフカーボン内訳の出⼒

10) アップフロントカーボン内訳の出⼒

11) 炭素貯蔵、経年変化に関する算定結果表記

B2

5)
廃材リユース
率⼊⼒kg,m3 × 原単位(J-CATに組込済)

出⼒イメージ（GHGシート/CO2シートの切換え）

図-24　J-CATの入出力のイメージ

●● 我が国の分野別CO2排出量・・・建築物のライフサイクルカーボンが約4割

産業分野
（33.9％）

その他
(15.1％) 業務・

家庭分野
（32.5％）

建築物使用時のエネルギー使用に伴うCO2排出 （オペレーショナルカーボン）
• これまで、建築物省エネ法により規制。
• 2025年に省エネ基準適合の全面義務化、2030年にZEH・ZEB水準への基準引上げなど、

今後、さらに削減見込み。

建築物の建設・維持保全・解体に伴うCO2排出 （エンボディドカーボン）
さらなるCO2排出削減のためライフサイクルカーボン全体の削減が必要。

出典：2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について（2024年4月環境省）を元に国土交通省が作成

●● 国際的な動き

・ EU加盟国は、2028年から1,000㎡超の新築建築物のライフサイクルカーボンの算定・公表を義務付けることが必要
・ EUの一部の国においては、ライフサイクルカーボンの上限値を設定した規制を導入

● 企業財務・金融・会計上の要請

・ 有価証券報告書におけるサステナビリティ情報としてScope3(注）の開示が義務付けられる予定
・ 建築物や不動産・建築事業者に係る国際的な環境性能評価の枠組みへの対応

運輸分野
(18.5%)

(注）企業のバリュー・チェーンで発生する間接的な温室ガス排出で、上流及び下流の両方の排出を含む。企業の直接的な温室ガス排出は、Scope1(燃料の燃焼）、Scope2（電気の使用）という。

●● 国国内内ででのの先先行行的的なな取取組組

・ 不動産事業者が、先行してライフサイクルカーボンの算定に取り組み。2022年に業界団体（(一社）不動産協会）
で、建設時GHG排出量算定マニュアルを作成

・ 2022年から産官学連携による「ゼロカーボンビル推進会議」においてLCA手法を検討。2024年にライフサイクル
カーボン算定ツール（J-CAT）を公開

図-23　建築物のライフサイクルカーボン削減の背景（まとめ）

○ LCAの算出は、基本的には以下の⽅法で⾏う。
［資材製造段階］使⽤する建材・設備の使⽤量に対して各建材等のCO2排出原単位を乗じて算出。
［施⼯、維持保全や解体等］⼀定のシナリオ・仮定（⼯事分倍率、修繕率、更新周期、リユース率等）を置いて算出。

J-CATへの入力事項例

資材量×CO2原単位

原材料の調達A1資材
製造
段階

⼯場への輸送A2
製造A3
現場への輸送A4施⼯

段階 工事分倍率施⼯A5
フロン充填率×想定漏
洩率

使⽤※B1

使⽤
段階
(資材
関係）

ー維持保全B2

修繕率×更新周期(初期
値又は個別入力）

修繕B3
交換B4
改修B5

端材率/廃材リユース率、
廃棄物リサイクル率
（初期値又は個別入
力）

解体・撤去C1

解体
段階

廃棄物の輸送C2
中間処理C3
廃棄物の処理C4

主な入力事項 結果表示イメージ

※冷媒・断熱材からの
フロン漏洩等を指す

図-25　J-CATによる建築物のLCA算定イメージ
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しい制度の概要を検討するために右下の制度検討会を今
年6月から開始し、制度化に向けた議論を急ピッチで進
めております。

図-29は関係省庁連絡会議のとりまとめで、ゴールを
2028年度に決めたところです。ただし、ライフサイク
ルカーボンを厳しく規制したり着工規制したり、そこま
ではできないと思っています。左下のアプローチに記載
の通り、まずは用途や規模を限って始め、段階的に対象
を広げていこうと考えております。
そのほか、建物として脱炭素化することに併せて、結
局残り半分は建物の建材や設備など部材の脱炭素化を
しっかり進める必要があります。建物サイドも頑張るし
建材・設備サイドも頑張るという、2つの軸で進めてい
くことが必要だと思っています。
そういった中で、その素材や建材・設備についても、
まずはCO2を算出していこう、製品ごとのCO2等排出量
原単位をしっかり出していこうということを、図-28の
左側に書いている建材EPD検討会議という会議体などに
おいて各業界で頑張っていただいているという状況です。
今年の骨太の方針の中でもLCA制度の構築を打ち出

すが、やはり木造かS造かRC造か、構造種別によって
も結構変わってくるということがわかります。
基本的には、躯体に使うコンクリートや、鉄を中心と
した金属が効いてきます（図-27）。RC造・SRC造だと
約55～75％が躯体由来のCO2、S造だと約45～85％
が躯体由来のCO2、になります。従ってアップフロン
トを減らすためには、この躯体のコンクリートか鉄の
CO2を下げることが先ず重要になってくると思います。
あるいは、なるべく躯体の数量を減らすことも考えら
れますが、基本的には、例えば低炭素のコンクリートを
使うとか、あるいはグリーンスチールとか、色々やって
いますが、製造時のCO2が低い材料を使う、そういっ
た対策が必要になってくると考えております。
今、色々な会議体を立ち上げて検討しており（図-28）、
ライフサイクルカーボンを算定・評価する制度を2028

年度に開始することを目標にしています。ゼロカーボン
ビル推進会議が同図の真ん中にありますが、これに加え
て昨年11月に関係省庁連絡会議という会議体をつくり
ました。これは省庁横断でライフサイクルカーボン削減
を進めていこうというものです。その中で2028年度か
ら制度を始めることを今年4月に打ち出し、もう少し詳

○ ゼロカーボンビル推進会議では、約30棟・８⽤途・４構造種別を対象にJ-CATを⽤いたケーススタディを実施し
ている。

○ 中央値は、以下表のとおり、
エンボディドカーボン ︓2,701kg CO2e/㎡
オペレーショナルカーボン︓3,805kg CO2e/㎡
ホールライフカーボン ︓6,062kg CO2e/㎡

となり、エンボディドカーボンがホールライフカーボン全体の約４割を占める結果となった。

2024.11.１ 住宅・建築SDGsフォーラム第25回シンポジウム J-CAT2024.10正式版の全貌〜試⾏版からの改訂内容とゼロカーボンビル評価のこれから〜
講演資料p31より引⽤

図-26　建築物LCAのケーススタディ結果の分析（1）

2024.11.１ 住宅・建築SDGsフォーラム第25回シンポジウム J-CAT2024.10正式版の全貌〜試⾏版からの改訂内容とゼロカーボンビル評価のこれから〜
講演資料p32より引⽤

図-27　建築物LCAのケーススタディ結果の分析（2）  ゼロカーボンビル推進会議での議論結果・方針を基本としつつ、関係省庁連絡会議で具体的な制度化に向けた議論を開始

 CO2原単位の整備に向け、建材関係団体の取り組みや技術力向上等を支援する建材EPD検討会議を設置。ゼロカーボン
ビル推進会議と同会議の連携によりCO2原単位の整備を加速化。

ゼロカーボンビル推進会議

 中長期戦略・情報発信WG
 ツール開発WG
 データベース検討WG
 海外情報WG

建築物のライフサイクルカーボン
削減に関する関係省庁連絡会議

建設時GHG排出量算出マニュ
アル検討会（不動産協会）

連携連携

 建築物LCAの実施を促す措置
 建築物のライフサイクルカーボンの表示を促す措置
 建築物のLCAに用いる原単位の整備

検討結
果提示
検討結
果提示

＜メンバー＞
金融庁：企画市場局
文部科学省：文教施設企画・防災部
農水省：林野庁林政部
経産省：GXグループ、製造産業局、エネ

庁省エネ新エネ部
国交省：大臣官房官庁営繕部、不動産・

建設経済局、住宅局
環境省：地球環境局

方針・論点の
策定・提示
方針・論点の
策定・提示

建材EPD検討会議

事務局：（一社）日本建材・住
宅設備産業協会

 対象製品：窓・サッシ、石膏ボー
ド、断熱材など

 PCR・EPD等の取組状況の進捗確認
 課題の抽出、対応方針の検討

事務局：（一財）住宅・建築SDGs
推進センター

進捗状況
の共有
進捗状況
の共有

検討内容
の共有
検討内容
の共有

金融庁 文科省 農水省 経産省 国交省

学識者
不動産
事業者

建設
事業者

建材・設備
関係団体

建材・設備
製造事業者

環境省

関係省庁

設計
事務所

参加・協力を促進/連携

建築物のLCA推進体制

主要関係業界

対象製品：鉄、セメント、コンク
リート、空調など

・ PCR、EPDの整備が必要な建
材・設備の洗い出し

・ 関係省庁と連携の上、検討体
制を調整

2024年10月～

2022年12月～

2024年11月～

事務局：内閣官房・国土交通省

2022年11月～

建築物のライフサイクルカーボンの算定・
評価等を促進する制度に関する検討会

検討検討

2025年6月～

図-28　LCA算定手法の確立・制度化に向けた検討体制

2028年度を目途に建築物LCAの実施を促す制度の開始を目指す

(1) 建築物LCAに係る制度の構築に向けた取組
・建築物LCAの実施を促す措置の検討
・算定方法の統一化
・支援制度の検討・実施
・国が建設する庁舎等における先行実施 等

(2) 建築物LCAに用いる原単位の整備に向けた取組
・整備すべき原単位種別等の特定
・原単位整備の促進
・原単位データベースの検討 等

(3) 建築物のライフサイクルカーボンの表示に係る取組
・表示を促す措置の検討
・表示方法の統一化

建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた取組の推進に係る基本構想
（令和７年４月25日 建築物のライフサイクルカーボン削減に関する関係省庁連絡会議決定）

２．目指すべき社会像とアプローチ
(1)目指すべき社会像

円滑に導入でき、実効性が確保できるよう、段階的に制度を構築

１１．．建建築築物物LLCCAA※※のの意意義義・・目目的的等等

背景
• 2050年カーボンニュートラルの実現のためには、製造から廃棄に至るまでの脱炭素化の取組を強化することが重要
• 我が国のCO2排出量の約4割を占める建築物分野の脱炭素化は重要
• 建築物使用時の省エネ施策のみならず、ライフサイクル全体でのCO2排出量※削減に取り組むことが必要

※ 建築物のライフサイクル全体におけるCO2を含む環境負荷を算定・評価すること。

意義
• 建築生産者（建築主、設計者、施工者等）の脱炭素化の取組の促進
• 建材製造等事業者（建材・設備製造事業者、リサイクル事業者等）の脱炭素化の取組の可視化、市場での適切な評価
• サステナビリティ情報開示、投資家・金融機関、建築物利用者による活用

建築物LCAに係る制度構築に向けて関係省庁が連携して実施すべき取組の方向性を示す

建築生産者・建材製造等事業者の脱炭素化の取組

建築物LCAの実施による
脱炭素化の取組の可視化

投資家・金融機関、建築物利用者による評価

脱炭素化に取り組んだ建
材等や建築物の需要拡大

建築物LCAが一般的に実施されることにより、建築生産者や建材製造等
事業者の脱炭素化の取組を導く好循環が生み出される社会を目指す

(2)アプローチ（全体方針）

・まずは建築物LCAの実施を促進、結果を可視化

・規模・用途等を絞って制度を開始。その後対象拡大を検討

・削減効果が大きい主要な建材・設備を優先して整備

・積み上げ型の原単位（CFP、EPD）の整備を推進

CFP等が未整備の場合は、統計ベースの原単位を使用

制度

原単位

３．建築物LCAに係る制度の構築に向けた取組等

４．留意が必要な事項

・建築生産者の取組は限定的（大手事業者が中心）
・建材・設備の原単位の整備は緒に就いたばかり

建築物LCA
の現状

・国際的な標準を意識。他方、企業の取組を適切に評価する取
組、そのための日本の手法等を国際標準とする取組

・地震等への対応の必要性など我が国固有の実情の発信

・建材・設備製造事業者にとって二度手間とならない制度設計

・有価証券報告書におけるサステナビリティ開示(Scope3)への活用

・国が建設する庁舎等における脱炭素化に取り組んだ建材の活用

※ CO2換算したHFCsの排出量を含む。

図-29　建築物のライフサイクルカーボンの削減に向けた
取組の推進に係る基本構想
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くろうと思っています。今も省エネについてはBELS

の表示制度がありますが、まさにそういうイメージで
す。第三者がライフサイクルカーボンの算定結果を
チェックし、マークをつけて表示する制度をやってはど
うかといった議論が行われています。あとは、補助など
財政的な支援もやるべきではないか、ということになっ
ています。
その他、建物サイドに加えて建材・設備サイドでも、

CO2等排出量原単位をつくっていく必要があります。今、
CO2を含めた様々な環境負荷をEPDという認証を受け
て表示するものがありますが、このようなしっかりとし
た原単位以外に一旦は第三者認証なしでもしっかり計算
してカーボンフットプリント（CFP）を出していくという
ことから始めてはどうかということで、これについても
段階的に原単位の整備を進めていこうと考えております。
その中で、個社のレベルで個別の製品の原単位の表示

が難しい場合には、その業界を代表してCFPの値を整備
して表示することも意味があると思っています。例えば、
断熱材の平均的な代表値として、あるいはカテゴリー別
に発泡系だと○○、繊維系だと○○など、代表的なCFP

の値をつくることも必要だと思っています（図-32）。

しており、政府としても本腰を入れてやっていくことを
考えております。
今年6月から始まった制度検討会の中で、どのような

議論が行われているか、ご紹介したいと思います。
今、第4回が終わったところですが、月1回のペース
で開催しており、9月には中間取りまとめ案を公表し、
最終的には来年1月にとりまとめを作成する予定にして
急ピッチで進めています。
現在の検討状況ですが、規制的な措置ということで
は、大規模なオフィスビルについては算定を義務化して
はどうかという議論を行っています。様々な建物の用途
がありますが、ニーズや建築主の方の経済的余裕を考え
ますと、病院や学校より、まず大規模なオフィスビルで
算定を義務化してはどうかと考えております。
ただし、他の用途、非住宅のほかの用途については、
義務化はしないけれども、例えば、設計した際の建築主
へのLCA説明義務化を行ってはどうか、それから、規
制的な措置ではないのですが、ライフサイクルカーボン
の計算結果を表示する制度もつくって使えるようにして
はどうか、という議論が行われているところです。

元々、建築の分野では様々な規制や誘導のイメージが
ありますが、図-31は建築物LCAにおいてあり得そう
な段階的な基準・制度のイメージを示しています。右側
に行くほど厳しいものになりますが、中段の規制的措置
について、今回は大規模なオフィスビルについては届出
義務、非住宅の大きなものについては計算義務、それ以
外については努力義務、そのぐらいのグラデーションで
制度化できないかということを考えています。上限値規
制や、建築基準関係規定として着工規制をかけるという
のは、まだまだ先の話なのかなと思っております。
あとは、先ほど申し上げた表示はやったらいいんじゃ
ないかということで、誘導的な措置として表示制度はつ

１）建築物ライフサイクルの各段階においてCO2等排出削減に取り組んだ企業努⼒が市場で適切に評価
される環境の整備

① 建材・設備製造事業者の努⼒の評価
脱炭素、GX価値、炭素貯蔵、リサイクル・リユース等、環境配慮型の素材・建材・設備等が建築⽣
産者側に選ばれやすくなる措置

② 建築⽣産者側の努⼒の評価
ライフサイクルカーボンを削減した建築物が投資家・⾦融機関、テナント等に選ばれやすくなる措置

２）建築物ライフサイクルカーボンの算定・評価にとどまらず、事業者におけるCO2等の削減を促進するため
の段階的な制度導⼊

無理のない緩やかな規制的措置と誘導的措置をあわせて講じることで、まずは建築物ライフサイクル
カーボンの算定・評価が⼀般的に⾏われるための環境整備を進めつつ、CO2等削減につなげていく

＜段階的な制度導⼊における第１段階⽬の措置の意義、期待する効果と政策指標について＞
 今回の制度化にあたっては、建築物ライフサイクルカーボンの削減を⽬的としつつも、主眼としてはま
ずは建築物ライフサイクルカーボン算定の⼀般化を⽬指す

 第１段階としては、削減効果や算定ニーズが⽐較的多く、⽐較的⼤規模事業者等が携わること
が多い⼤規模事務所ビル等を対象に、算定・⾃主的削減を進める

 算定を通じて、CO2等の削減余地の可能性や他の機能・性能とのトレードオフ等の課題を探り、
産学官連携のもと、知⾒、データ、事例を蓄積し、次のステップにつなげていく

 当⾯の政策指標の例としては、建築物ライフサイクルカーボンの算定件数を位置づける

図-30　制度化にあたっての基本的な考え方と留意点

誘導的
措置

上限値規制？計算義務 届出義務
規制的
措置

各種補助制度
における要件化

LCA実施へ支援 LCCO2削減建築物への支援

制
度
・手
法

対
象

誘導的
措置

規制的
措置

全建築物
新築・増改築

努力義務

大規模・事務所等
新築・増改築

全建築物？
新築・増改築、

修繕・模様替え？

大規模・全用途
新築・増改築

財政的
支援

認定・表示制度 優良建築物認定制度

原
単
位

産業連関分析法に基づくデータ

EPD 、PCRに基づくCFP（第三者認証） ＜業界代表データ、個社製品データ＞

CFP（第三者認証無し）＜業界代表データ、個社製品データ＞

全建築物
新築・増改築、修繕・模様替え

統計値

積み上
げ方式

CO2排出量（kgCO2e/㎡） 絶対評価（基準値▲％削減）相対評価（上位●％）

建建築築物物LCAのの実実施施 建建築築物物ラライイフフササイイククルルカカーーボボンンのの削削減減
算
定
・評
価

図-31　段階的な基準・制度等の導入・拡充のイメージ

建建築築物物LCAににおおけけるるデデーータタ活活用用用用途途ななどど作作成成主主体体・・作作成成方方法法デデーータタ種種類類

• 建築プロジェクトにおいて、実際に調達する
建材設備のCO2等排出量データとして、主に

着工後・建材調達後に活用されることを想定
※２。

• 建材等製造事業者個社の脱炭素の取組み
努力が反映される。

• 建材製造等事業者※１が個
社として作成。

• 積上法によりCFPやEPDと
して作成。

個社製品
データ

製品データ

【企業・業界
団体】 • 建築プロジェクトにおいて、使用建材等の建

材製造等事業者や製品が決まっていない建
材調達前段階の基本設計時や実施設計時に
活用されることを想定※２。

• また、個社製品データが整備されていない製
品カテゴリーで活用されることを想定。

• 建材製造等事業者が業界
団体等として製品カテゴリー
別に作成。

• 積上法によりCFPやEPDと
して作成。

業界代表
データ

• 個社製品データ／業界代表データが製品カ
テゴリーごとに十分に整備されていない状況
を鑑み、これを補完するものとして国が整備。

• 国が作成。

• 既存データに基づいて、個
社製品データおよび業界代
表データの値よりも大きくな
るように設定。

デフォルト値
【国】

※１ 建材・設備製造事業者やその川上企業を含めたサプライチェーンの各構成企業やリサイクル事業者などの建築物の生産
を支える主体
※２ 現状の建築設計、見積・発注実務において、採用する建材・設備のメーカーは着工後に決まることが一般的。なお、建築
主、設計者の合意があれば、実施設計段階で建材・設備のメーカーや性能値の指定も可能であり、その場合は、個社製品デー
タ（EPD・CFP）・性能値が活用されうる。

図-32　建材・設備の製品データおよびデフォルト値
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になるだろうと思っています。EPDとかCFPを整備し
ていくことにはヨーロッパも悩んでいるところですが、
日本でもしっかり整備していきたいと思っています。

CO2等排出量原単位の整備に対しては1原単位当たり
400万円を限度に補助できる仕組みがあります。図-35
の一番下のCO2原単位等策定支援の事業ということで
行っています。ただし、1原単位当たり400万円といい
ましたが1企業当たり1,000万円の上限があります。そ
の中で、原単位の作成にかかる費用、検証を受けた費
用、算定する費用が補助できるようになっています。

また、建物全体についても補助金があります（図
-36）。昨年度の補正予算がついて今年もやっているも
のです。建物１物件の算定につき650万円を上限にか
かった費用を補助するという条件で実施しております。
こうした補助金も、一般論として、スタート時には補
助を受けやすいのですが、何年も経つと次第に要件が厳
しくなり、上限の金額が低くなったり、様々な付随的な
要件がついてきたり、厳しくなってくるのが通例です。
補助金が始まった当初のまさに今がチャンスだと思って
いますので、ぜひJ-CATなどを使って計算して補助金

建建築築物物LLCCAA算算定定用用デデフフォォルルトト値値（（以以下下「「デデフフォォルルトト値値」」とといいうう。。））
• 建築物LCAの算定に必要な製品データが製品カテゴリーごとに十分に整備されてい

ない状況に鑑み、これを補完するものとして、既存データに基づいて、有識者会議で
の確認を踏まえて、国が定める建材設備CO2等排出量データ。

• 個社製品データの整備が促進されるよう、既存の（ア）個社製品データを勘案して、
（イ）業界代表データ、あるいは既存データに一定の係数を乗じる等により設定する。

（（Ｂ））建建築築物物LCA算算定定用用デデフフォォルルトト値値

（Ａ）製品データ

（ア）個社製品データ （イ）業界代表データ
（Ｂ）デフォルト値

値の⼤⼩関係

優先的に整備 個社・業界EPD／CFPがない
製品カテゴリーで活⽤

図-34　国が定める建材設備CO2等排出量データ
（デフォルト値）の整備方針

①BIM活⽤型

②LCA実施型

・BIＭの活⽤に要する費⽤の⽀援
（BIM加速化事業に対応）

・建築物のLCA実施に要する費⽤の⽀援
（建築物のLCA算定に必要なCO2原単位等も策定する場合も

⽀援の対象）※

・BIMの活⽤に要する費⽤の⽀援
・建築物のLCA実施に要する費⽤の⽀援

（建築物のLCA算定に必要なCO2原単位等も策定する場合も
⽀援の対象）

BIM活⽤を⾏う場合

BIM活⽤と建築物のLCA
の実施を合わせて⾏う場合

建築物のLCA実施を⾏う
場合

CO2原単位等
策定

・CO2原単位等の策定に要する費⽤の⽀援
（必ずしも個別の建築プロジェクトのLCA算定に活⽤することが確
定していないCO2原単位等を策定する場合も⽀援の対象）※

※ 「②LCA実施型」では、個別の建築プロジェクトのLCA算定に活⽤するCO2原単位等の策定に対しても⽀援可能としていますが、個別の建築プロジェクトのLCA算
定スケジュールに合わない場合や、必ずしも個別の建築プロジェクトのLCA算定に活⽤することが確定していない場合も多数あるため、これらを⽀援対象とするもの。

建
築
G
X
・
D
X
推
進
事
業

CO2原単位等の
策定に係る⽀援

図-35　建築GX・DX推進事業CO2原単位等の策定に係る支援

それが難しい分野については、国がそういう建材・設
備の値をデフォルト値として決めることも必要かな、と
思っています。
その中で、基本的な原単位データの整備方針について
も検討会で議論して公表していきたいと思っています。
今の案としては、図-33に示す通り、まずは左側にある
当面の措置として、第三者検証を受けない建材・設備の
原単位を含めてやっていく、デフォルト値も整備してい
くことを考えています。また、将来的には、そういった
検証のない原単位やデフォルト値を使わずに、検証を受
けたものを使ってLCAを行うことができるようになっ
てくるとベストだと考えています。

その際に、気をつける必要があると考えているのが、
デフォルト値を国が整備するときに、個別の製品のCFP

や、あるいは業界代表でつくったCFPの値より悪い値、
大きな値になるように設定しないといけないということ
です。デフォルト値をどうつくるかということ自体はま
だ議論が深まっていませんが、値の大小関係は図-34の
ようにデフォルト値のほうが悪くならないと、それより
悪い値を個別に製品ごとにつくっていこうということに
なりません。従って、一旦大きなデフォルト値を設定し
ておいて、それよりも実はCFPが良いということをア
ピールできるように、製品データとか業界データをつく
るインセンティブが働くように、デフォルト値を今後整
備していこうと考えております。
この点はヨーロッパ各国も悩んでいるようで、ドイツ
では業界の基準的な値に対して一律で1.3倍とか1.1倍
とか掛けた値をデフォルト値に設定して、それよりも低
いというのなら実際に取得した原単位データを使って計
算をしてください、というルールになっています。
日本も、EPDとかCFPがたくさんあるわけではない
ので、恐らく当面はデフォルト値を使って計算すること

上記が整備されていない場合

当当面面のの基基本本的的なな方方針針

CFP（第三者検証なし）

CFP（第三者検証あり）

EPD

国が整備する
デフォルト値

将将来来のの対対応応

CFP（第三者検証なし）

CFP（第三者検証なし）

EPD

国が整備する
デフォルト値

EPDをどこま
で求めるかに
ついては将来、
検討（＊１）

上記が整備されていない場合

＊１ 建築物に係る様々な環境情報に対するニーズの高まりに対応する観点からは、多くの環境負荷情報を内包するEPDの整備を促進すること
が望ましいと考えられるものの、将来的にEPDをどこまで求めるかについては、建築分野以外も含めた国内外におけるEPDの活用状況、我が国
の認証機関の状況など日本の取組の進展等を踏まえて検討
＊２ 原単位の整備の状況、建築物の環境情報に対するニーズの状況のほか、建材・設備製造事業者にとって過度な負担とならないか、国際的
に公平な競争環境が確保されているか等を踏まえ、判断

産業連関分析法
によるデータや、
CFP（第三者検
証なし）の継続使
用は将来の状況
を踏まえ判断（＊

２）

図-33　当面のデータ整備の基本的な方針と将来の対応
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4．おわりに
社会的な要請で、建築に求められることが増えていく
ということになりますけれども、逆に言うと、いろいろ
PRができる機会が増えていくという、前向きな捉え方
をしていただけるとありがたいと思っております。
省エネもどんどん突き詰めていくと、もう多分あまり
変わらなくなってくるというか、工夫をしても投資をし
ても、費用対効果として、省エネ性能の違いはそれほど
出てこなくなってくるというのが、多分、そろそろ来る
のではないかと思っております。
そうなった時に省エネ以外の、実は省エネではあまり
他と変わらないけれど、アップフロントで製造時の
CO2は低いですとか、そういった別のアピールができ
る、そういう別のステージをつくっていくことが私達と
しては大事なのかなと思っております。ぜひ、ライフサ
イクルの話も前向きな視点で注目いただければと思いま
す。2028年度からスタートしますけれども、もう今年
度中に結構いろんなことが打ち出される予定ですので、
先ほどの制度検討会も含めて、ぜひ注目いただけるとあ
りがたいと思っております。
以上、脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物分野の
政策動向について、お話をさせて頂きました。
ご清聴ありがとうございました。

を申請いただければと思っております。2028年に制度
をスタートしますから、ちょうどこの補助金制度を利用
して頂きやすい時期なのかな、という認識でおります。

LCAの話は建物サイドとしても重要ですし、産業分
野としても建材・設備を中心とした関連産業全体の脱炭
素化を進めるという、非常に意義が大きいのかなと思っ
ています。産業界を巻き込んで、建築が産業サイドの脱
炭素化をしっかりと受け止めていくというような、そう
したGXの原動力になるような仕組みになっていけばい
いかなと思っております。
なかなか建築のほうで音頭を取って建材とか素材とか
設備業界に働きかけていくという構図は、あまり今まで
有りませんでした。私たち国土交通省としても珍しい取
組みではありますけれど必ず将来のためになると思って
います。
省エネはもちろん大事です。ライフサイクルカーボン
の削減をやっていく中で、省エネを捨てるということは
当然なくて、省エネの規制は省エネでやっていく中で、
ライフサイクル全体もプラスして見ていこうと、両方
やっていこうということは考えております。
ライフサイクルというかアップフロントだけを考える
と、例えば、トリプルガラスよりも単板ガラスのほうが
製造時のCO2は低いので、そのほうがいいんじゃない
かという話になります。でも、やっぱり省エネを考える
とそれはそうじゃないよねということで、省エネとアッ
プフロントのトレードオフはしっかり気をつけながら進
める必要があると考えております。また、ライフサイク
ルカーボンだけで何か決まる訳ではないので、いろんな
建物の性能との、本来満たすべき安全性とか性能とのト
レードオフというのもしっかり考えながら、やはりバラ
ンスを取ってライフサイクルカーボンを減らしていくこ
とを進めたいと思っております。
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図-37　建築物LCA実施の意義

発注者⼜は設計若しくは施⼯を⾏う事業者が建築物のLCAを実施する場合に、次の①〜⑤に掲げる要件を満たす
プロジェクトについて、LCA算定に要する費⽤を補助するもの。

①LCAの算定に使⽤するツールは、資材製造段階、施⼯段階、使⽤段階（資材関連）、使⽤段階（光熱⽔関連）、
解体段階の5つの区分に分けた形でライフサイクルカーボンを算定可能で、算定に当たり⼀次データ及び統計値から
数量が得られない場合等は、合理的なシナリオのもとで算定可能なものに限る※1

②算定する建築物の⽤途は、⾮住宅⼜は共同住宅とする※2

③LCA算定結果を国⼟交通省等に報告すること※3

④国⼟交通省等による調査に協⼒すること
⑤LCAの算定を⾏う時点は、基本設計完了時、実施設計完了時（着⼯時）⼜は竣⼯時とする※1

事業概要

LCA算定に係る⼈件費（委託費を含む。）について定額補助とし、上限額を6,500千円/PJとする。
ただし、BIM活⽤とLCAの実施を合わせて⾏う場合は、上限額を5,000千円/PJとする（別途、BIM活⽤の掛かり増し費⽤
1/2補助有）。
なお、LCA算定に係る業務について、他の事業者に委託した場合は、当該委託費のうち⼈件費相当分が補助対象となり、
委託費の内訳を⽰す書類（⼈⼯・作業時間等を⽰したもの）の提出が必要。

補助対象経費

補助対象となるのは、補助事業の期間（代表事業者等登録の申請⽇以降の業務の開始⽇から完了実績報告までの間）
に発⽣した費⽤とする。

補助対象経費に関する留意点

※1 J-CAT（建築物ホールライフカーボン算定ツール）による算定の場合は、標準算定法⼜は詳細算定法のいずれかとする。なお、標準算定法による算定よりも、詳細算定法による算定を推奨する。
※2 整備する住宅は、原則として⼟砂災害特別警戒区域外⼜は⼟砂災害に係る災害危険区域外に存すること、都市再⽣特別措置法第88条第５項の規定により、当該住宅に係る届出をした者が同条第３項

の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと、都市計画法（昭和43年法律第100号）第７条第１項に規定する市街化調整区域であって⼟砂災害警戒区域⼜は浸⽔想定区域
（浸⽔想定⾼さ３ｍ以上の区域に限る。）に該当する区域外に存すること。

※3 報告を受けた内容を統計処理し、個別の建築物が特定されないようにした上で、国⼟交通省において公表を想定。
また、J-CATにより算定した場合は、実施⽀援室から⼀般財団法⼈ 住宅・建築SDGs推進センター（IBECs）及びゼロカーボンビル（LCCO2ネットゼロ）推進会議に算定結果報告⽤シートが提供される。

図-36　建築GX・DX推進事業（LCA実施型抜粋）


